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平成17年第１回定例会は３月７日に開会される
予定です。本会議はどなたでも傍聴することがで
きます。傍聴を希望される方は、本会議開会日の
当日、議会事務局で傍聴券を受け取り入場してく
ださい。席は42席あります。また、車いす用の席
が２席あります。なお、傍聴にあたり、手話通訳
を希望される方は、傍聴希望日の３日前までに申
し込みをしてください。

本会議での審議内容などを記録した「会議録」
を閲覧することができます。
閲覧できる場所は、市役所本館４階・議会事務

局で、時間は開庁日の平日８：30～17：00です。
そのほか、東広島市立中央図書館や広島県立図書
館、東広島市議会ホームページでも閲覧できます。
市役所で閲覧を希望される方は議会事務局までお
問い合わせください。
また、東広島市議会ホームページでは、市議会

だよりや市議会の仕組み、各議員のプロフィール
などを紹介しています。東広島市公式ホームペー
ジの「市議会情報」からご覧ください。

一般選挙により選出された地方公共団体の議会

の議員の任期は、地方自治法により４年と定めら

れています。補欠選挙や増員選挙により選出され

た議員は、前任者の残任期間又は一般選挙による

議員の任期間、在任します。

２月27日に行われた、合併に伴う本市議会増員

選挙により選出された議員の任期は、現議員と同

じく、平成19年４月26日までとなります。

常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期

は、本市議会では、条例で２年と定められており、

特別委員会の委員は、委員会に付議された事件が

議会において審議されている間在任します。

合併記念式典が開催されました

◆任 期◆ にんき

市議会からのご案内

●本会議を傍聴してみませんか

●｢会議録｣を閲覧できます

東広島市議会ホームページ・アドレス

http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/

●市議会だよりに関するご意見・ご感想をお寄せくだ

さい。

〈ご連絡先＞

〒 739-8601 東広島市西条栄町 8番29号

電話082-420-0966 FAX082-424-9465

平和・非核兵器都市宣言
人権尊重都市宣言

東広島市

編 集 後 記

昨年、市制施行30周年を迎えた東広島市は、本年２月
７日の合併により、更なる発展に向けたスタートをきり
ました。議会会報委員会では、市民の皆様に「より読み
やすく」「関心の高まる」紙面作成に取り組む中で、ア
ンケート調査をさせていただきました。私たちは、皆様
のご意見について協議検討を重ね、合併を機に新生第１
号の「市議会だより」を誕生させました。これからも、
市議会と市民をつなぐ市議会だよりとして充実させて参
りますのでご指導を賜りたいと存じます。 中曽義孝

２月７日、東広島市、黒瀬町、福富町、豊栄町、河

内町、安芸津町の合併を記念して合併記念式典が開催

されました。

式典では、市長の式辞、議長のあいさつなどが行わ

れ、合併功労者として木 亮二議長をはじめとする12

名が総務大臣から表彰されました。また、エリザベト

音楽大学ブラスアンサンブルによるアトラクションが

行われました。

合併功労者総務大臣表彰を授与される木 亮二議長
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